
　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

対象となる鉄
道駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

養老線各駅 転落防止柵未設置の駅について、設置を検討する。
令和3～4年度で
多度駅に転落防止柵
を設置する。

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

 （令和2年度）

　　 住　　所　岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
　　　　　　　 
　 　事業者名　一般社団法人養老線管理機構
     代表者名　代表理事　広瀬　幹雄　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況



　（３）報告書の公表方法

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

養老線地域公共交通再生協議会にて管理しているサイト「養老線ポータル」に掲載。

　（４）その他

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



第2号様式（日本工業規格A列4番）

（令和2年度） （令和2年度）

岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
一般社団法人養老線管理機構
代表理事　広瀬　幹雄 （令和3年3月31日現在）

Ⅱ　鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）
（令和3年3月31日現在）

鉄道事業
者名

共

用

駅

プ ラ ッ ト
ホームの

数

段差が解
消されて
い る プ
ラ ッ ト
ホームの

数

都道府
県

23区・郡
・市

町・村
・区

養老線管理機構 △ 桑名 駅 養老、関西本、
近鉄名古屋

線 三重県 桑名市 東方
2,822

人 ○ ○ 1 1 1 基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

養老線管理機構 播磨 駅 養老 線 三重県 桑名市 播磨
395

人 ○ ○ 1 1 基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ― ― ― 1 ○ ○ ○ ― ○

養老線管理機構 下深谷 駅 養老 線 三重県 桑名市 下深谷
1,042

人 1 基 基 基 1 箇所 × ○ ○ × 1 ○ × ○

養老線管理機構 下野代 駅 養老 線 三重県 桑名市 多度町
386

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ― ― 1 ○ ― ○

養老線管理機構 多度 駅 養老 線 三重県 桑名市 多度町
729

人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ ○ × 2 ○ × ○

養老線管理機構 美濃松山 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町
525

人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ― ― ― 2 ○ ― ○

養老線管理機構 石津 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町
423

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × ○ ○ ― 1 ○ × ○

養老線管理機構 美濃山崎 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町
121

人 ○ 2 基 基 基 4 箇所 ― ― ― 2 ○ ― ○

養老線管理機構 駒野 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町
952

人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ ○ × 2 ○ × ○

養老線管理機構 美濃津屋 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町
257

人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 ― ― ― 2 ○ ― ○

養老線管理機構 養老 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町
360

人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ ○ × 2 ○ × ○

養老線管理機構 美濃高田 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町
754

人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ ○ × 2 ○ × ○

養老線管理機構 烏江 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町
769

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × ― ― 1 ○ × ○

養老線管理機構 大外羽 駅 養老 線 岐阜県 大垣市
西大外
羽 648

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ― ― 1 ○ ― ○

養老線管理機構 友江 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 友江
341

人 ○ 2 基 基 基 3 箇所 ― ― ― 2 ○ ― ○

養老線管理機構 美濃青柳 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 青柳町
498

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ― ― 1 ○ ― ○

養老線管理機構 西大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 木戸町
395

人 2 基 基 基 1 箇所 × ○ ○ × 2 ○ × ○

養老線管理機構 大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 高屋町
7,090

人 ○ 1 1 基 基 基 箇所 ○ × ○ ○ × 1 ○ ○ ○ × ○

養老線管理機構 室 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 室本町
647

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ― ― 1 ○ ― ○

養老線管理機構 北大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 笠木町
326

人 ○ ○ 1 1 基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ― ― ― 1 ○ ○ ○ ― ○

養老線管理機構 東赤坂 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町
346

人 ○ ○ 2 2 基 基 基 2
(2)

箇所 ○ ― ― ― 2 ○ ○ ○ ― ○

養老線管理機構 広神戸 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町
848

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ○ ○ × 1 ○ ― ○

養老線管理機構 北神戸 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町
505

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ― ― ― 1 ○ ― ○

養老線管理機構 池野 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町
754

人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 ― ○ ○ × 2 ○ ― ○

養老線管理機構 北池野 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町
450

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × ○ ○ ― 1 ○ × ○

養老線管理機構 美濃本郷 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町
586

人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ○ ― ― ― 1 ○ ○ ― ○

養老線管理機構 揖斐 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡
揖斐川
町 1,405

人 1 基 基 基 1 箇所 ― ○ ○ × 1 ○ ― ○

（合計） 0 0 基 0 0 基 0 基 26 (3) 箇所
19 駅 14 駅 0 駅 3 駅 27 9 0 0 基 0 0 基 0 基 26 (3) 箇所 4 駅 0 駅 0 駅 9 駅 0 駅 19 駅 19 駅 3 駅 4 駅 0 駅 0 駅 27 駅

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

進捗状況公表用
（従来の基準に対する適合状況）

エスカレー
ターの設置
基 数

そ の 他 の
昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一日当たり
の利用者数

有人駅、
無人駅の

別

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
ターの設置
基 数

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

転落防止
のための
設備の設
置の有無

段差への
対 応

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無



（令和2年度）
追加調査様式１ 追加調査様式２
（平成12年鉄業第65号
鉄技第96号、鉄保第158号、鉄施第168号
に係る報告様式）

集計欄 記事欄 補足

高

低

差

が

5

m

以

上

の

駅

一日当たりの利用者数
の 算 出 方 法

1 日 あ
た り の
利用者
数 が 5
千人以
上かつ
高低差
が5m以
上の駅

視 覚 障
害 者 誘
導 用 ブ
ロックの
敷 設 の
状 態

音 声 案
内 の 有
無

車いす対
応型券
売機の
設置の
有無

点字券
売機の
設置の
有無

対象
範囲
の分
類

改札
外の
段差
解消
状況

小計

うち、段差
がそもそ
も無い又
は傾斜路
のみによ
り段差が
解消され
ているプ
ラットホー
ムの数

うち、傾斜
路又はエ
レ ベ ー
ターのみ
によ り段
差が解消
されてい
るプラット
ホームの
数

（ 平 成 13
年 3月 30
日付け事
務連絡の
「 傾 斜路
又はエレ
ベーター
に よ り段
差が解消
されてい
るプラット
ホームの

うち、傾斜
路又はエ
レ ベ ー
ター又は
エ ス カ
レー ター
のみによ
り段差が
解消され
ているプ
ラットホー
ムの数

うち、車い
す使用者
の円滑な
利用に適
した昇降
機 （ 設置
式とし、可
般式は除
く。）により
一部の段
差が解消
されてい
るプラット
ホームの
数

小計

うち、傾
斜 路 の
改良・増
設のみで
移 動 円
滑 化 基
準第４条
（第 ３項
の 管 理
上 の 理
由に係る
基準を除
く ） への
適 合 が
可能なも
の

うち、EV
及 び ES
の改良で
移 動 円
滑 化 基
準第４条
（第 ３項
の 管 理
上 の 理
由に係る
基準を除
く ） への
適 合 が
可能なも
の

うち、EV
又 は ES
の増設で
移 動 円
滑 化 基
準第４条
（第 ３項
の 管 理
上 の 理
由に係る
基準を除
く ） への
適 合 が
可能なも
の

うち、昇
降 機 の
新設・増
設で移動
円 滑 化
基準第４
条 （ 第 ３
項 の 管
理 上 の
理 由 に
係る基準
を 除 く ）
へ の 適
合 が 可
能なもの

うち、構
造 上 の
理 由 又
は 移 動
円 滑 化
基準第４
条第３項
における
管 理 上
の 理 由
により移
動 円 滑
化 基 準
第４条へ
の 適 合
が困難な
もの

移動等円滑化基準に適合していない項目の詳
細

移動等円滑化基準第4条に適合す
るため今後必要な措置

移動等
円滑化
基準第4
条に適
合するた
めの対
策の計
画の有
無

構造上の理由又は移動等円滑化
基準第4条第3項の管理上の理由
に係る基準により移動円滑化基準
第4条への適合が困難な場合、そ

の理由

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ ◎●△ ○ 1 1 1 0

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ 1 1 1 0

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 1 0 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 1 1 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 2 0 2 2 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 1 0 1 1 ラッチ内スロープの高低差75cm以内に踊り場
が設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 2 0 2 2 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 1 1 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 2 1 1 1 1 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 1 1 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 1 1 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

〇 平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 直通スロープは設置されているが、高架駅部は
段差解消されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 2 0 2 2 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1
スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 0 0

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ ○ 1 1 1 0

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ 1 1 1 0

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ 2 2 2 0

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 1 0 1 1 スロープに手すりが設置されていない。 未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 スロープの高低差75cm以内に踊り場が設置さ
れていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 2 1 1 1 1 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ 1 0 1 1 ラッチ内のスロープの勾配が1/12以上あり、手
すりが設置されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ◎ 1 0 1 1 スロープの勾配が1/12以上あり、手すりが設置
されていない

未定

平成30年11月10日乗降客調査 ○ ○ 1 0 1 1
ラッチ外スロープの勾配が1/12以上あり、手す
りが設置されていない

未定

1 0 19 0 0 8 0 0 27 9 9 0 0 0 16 15 0 1 0 0 0

移動等円滑化基準には適合していないため、第2号様式で「段差が解消されているプラットホーム」には該当していないが、経路上において車いす使用者
の円滑な移動のための「段差への対応」がなされているプラットホームの数

（「小計」欄は、平成13年3月30日付け事務連絡の「移動円滑化基準を満たしてはいないが、経路上の段差に対応しているプラットホームの数」欄と同じ。）

視覚障害者誘導
用ブロックの設置
の有無の補足

身体障害者対応型
券売機の設置の有
無の補足（下欄両
方に該当する場
合、それぞれの欄
に○を入力するこ

と。）

移動円滑化
実績等報告
の対象範囲

プ

ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム

数

（
合

計

）

移動等円滑化基準第４条（第３項の管理上の理由に
係る基準を除く）に適合するプラットホームの数（第2
号様式「段差が解消されているプラットホームの

数」）



段差への
対応状況

複数の移
動等円滑
化された
経路が整
備されて
いる駅

目安値以
内の箇所
がない番
線（のり
ば）数（合
計）

小計

うち、今
後 傾 斜
路を整備
（新設及
び改良）
す れ ば
移 動 等
円 滑 化
基準第４
条 （ 第 ３
項 の 管
理 上 の
理 由 に
係る基準
を除く）に
適合する
もの。

うち 、今
後車いす
対 応 型
の エ レ
ベーター
又はエス
カ レ ー
ターを整
備（新設
及 び 改
良）すれ
ば 移 動
等 円 滑
化 基 準
第 ４ 条
（第 ３項
の 管 理
上 の 理
由に係る
基準を除
く ） に 適
合するも
の。

う ち 、 構
造上の理
由により
EV 又 は
ESの設置
が 困 難
で、今後
車いす使
用者の円
滑な利用
に適した
昇降機を
設置すれ
ば移動等
円滑化基
準第４条
（第３項の
管理上の
理由に係
る基準を
除く）に適
合するも
の。

う ち 、 構
造上の理
由又は移
動等円滑
化基準第
４条 第 ３
項におけ
る管理上
の理由に
より移動
円滑化基
準第４条
への適合
が困難な
もの

移動等円滑化基準第4条に適合す
るため今後必要な措置

移 動 等
円 滑 化
基準第4
条 に 適
合するた
め の 対
策 の 計
画 の 有
無

構造上の理由又は移動等円滑化
基準第4条第3項の管理上の理由
に係る基準により移動円滑化基準
第4条への適合が困難な場合、そ

の理由

運行情報
提供設備
の設置の
有 無 （ 第
10条に適
合 す るも
の）

点字によ
る案内板
等の設置
の 有 無
（ 第 12 条
第2項に適
合 す る も
の）

オストメイト対
応の水洗器
具以外は移
動円滑化基
準に適合して
いる便所が
設置されてい
る駅

移動等円滑
化基準には
適合していな
いため第2号
様式で「身体
障害者対応
型便所」には
該当していな
いが、車いす
使用者の利
用に配慮した
便所が設置さ
れている駅

車いす対応
型ではない
が、高齢者、
身体障害者
等の利用に
配慮した便所
が設置されて
いる駅

点状ブ
ロック形
状・寸法
及び配
列が、
JIST925
1規格に
準拠して
いる駅

ホーム
縁端を
警告す
る点状
ブロック
に、ホー
ム内側
を示す
線状突
起が設
けられて
いる駅

線路側以
外の端部
における
旅客の転
落を防止
するため
のさ くの
設置の有
無 （ 第 ８
号に適合
す る も
の）

ホームド
ア、可動
式ホーム
柵が設置
されてい
る 番 線
（のりば）

数

内方線付
き点状ブ
ロックが
設置され
ている番
線 （ の り
ば ） 数

左２項目
が設置さ
れていな
い 番 線
（のりば）

数

整備困難
な 理 由

0 〇 〇 ○ ○ ▲ △ ○ 〇 ◎ 〇 1 0 1 0

0 ▲ 〇 ◎ 1 0 1

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ○ 2 0 2

0 ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ○ ○ ○ ▲ △ 〇 ◎○ 2 0 2

0 ○ ▲ 〇 ○ 2 0 2

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ▲ 〇 ○ 2 0 2

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ◎○ 3 0 3

0 ○ ▲ 〇 ◎○ 2 0 2

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ◎○ 3 0 3

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ◎○ 2 0 2

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 □ 1 0 1

0 ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ○ ▲ 〇 ○ 2 0 2

0 ○ ▲ 〇 ○ 1 0 1

2 2 未定 ○ ○ ○ ▲ 〇 × 2 0 2

0 〇 ○△ ○ ○ ▲ 〇 〇 ◎ 2 0 2 0

0 ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ▲ 〇 ◎ 1 0 1

0 ○ ▲ △ ○ 〇 ◎ 2 0 2 0

0 ○ ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ○ ▲ △ 〇 ○ 1 0 1

0 ○ ▲ 〇 ◎○ 2 0 2

0 ○ ○ ○ ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ▲ 〇 ○ 1 0 1

0 ○ ▲ 〇 ○ 1 0 1

2 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 7 15 19 4 3 19 0 30 0 4 26 0 0 0 0 0 0

番

線

（
の

り

ば

）
数

（
合

計

）

転落防止のための設備の設置
の有無

段差に対応していないプラットホームについて

案内設備 便

所

が

設

置

さ

れ

て

い

る

駅

うち、移動等円滑化基準には適合していな
いが、高齢者、身体障害者等の利用に配慮

した便所の設置の有無

プラットホー
ムの縁端と
鉄道車両の
旅客用乗降
口の床面と
の隙間又は
段差を解消
する設備の
設置の有無

転落防止のための設備の設置の有無

ホームドア、
可動式ホー
ム柵、点状
ブロック等
の設置の有
無（第６，７
号に適合す
るもの）

［ｺﾝｸﾘｰﾄ軌道かつ直線ﾎｰﾑ］ ［ｺﾝｸﾘｰﾄ軌道かつ
直線ﾎｰﾑ］以外

ホームと車両の段差・隙間

目安値以
内の箇所
がある番
線（のり
ば）数（合
計）

目安値以内の箇所がない番線
（のりば）数（合計）

目安値以
内の箇所
がある番
線（のり
ば）数（合
計）

整備計画
あり
（～R7年
度）

整備計画なし
（～R7年度）

整備計画
あり
（～R7年
度）



○

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　 　事業者名　一般社団法人養老線管理機構
     代表者名　代表理事　広瀬　幹雄　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

　　　　　　　 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

 （令和2年度）

　　 住　　所　岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地


